
【授業料その他諸納入金等規程】 

1/2 

02-01-07

西日本工業大学大学院授業料その他諸納入金等規程 

最終改正 令和６年４月１日 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、西日本工業大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、本学大学院学

生、研究生及び科目等履修生から徴収する授業料その他諸納入金及び手数料等について、必要な事項を

定めるものとする。 

  （入学金等の徴収） 

第２条 大学院学則第 37条に定める入学金、授業料、教育充実費のほか、委託徴収金の諸費を徴収する。

なお、授業料及び教育充実費は、これを二期に分けて徴収する。 

２ 入学手続時において委託徴収金として学生教育研究災害傷害保険料1,750円を徴収する。なお、修業

年限を超えて在籍した場合は、修了までの期間に応じ同保険料を徴収する。 

３ 外国人留学生（本学卒業生を除く。）については、留学生会費 1,000円を前項の委託徴収金とあわせて

徴収する。 

４ 前項の授業料その他諸納入金の納入時期は、別表１のとおりとする。 

  （準用） 

第３条 本学大学院学生の学籍異動に伴う授業料その他諸納入金の取り扱い、証明書等発行手数料、履修

料等、研究料等、追試験料、再試験料、学費返還の特例については、西日本工業大学授業料その他諸納

入金規程の規定を準用する。 

   (見舞金） 

第４条 本学大学院学生に見舞金の支給等を行う場合は、学生の事故等に対する見舞金等の基準の規定を

準用する。 

(所管） 

第５条 この規程に関する事務は、財務室が所管する。 

（規程の改廃） 

第６条 この規程の改廃は、学務研究協議会の議を経て、学長が決定する。 

 附 則 

１ この規程は、平成 16年４月１日から施行する。 

２ この規程は、平成 17年４月１日から施行する。 

３ この規程は、平成 18年４月１日から施行する。 

４ この規程は、平成 19年４月１日から施行する。 

５ この規程は、平成 20年４月１日から施行する。 

６ この規程は、平成 21年４月１日から施行する。 

７ この規程は、平成 22年４月１日から施行する。 

８ この規程は、平成 23年４月１日から改正施行する。 

９ この規程は、平成 25年１月９日から改正施行し、平成 25年度入学生から適用する。 

10 この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

11 この規程は、平成 28年４月１日から改正施行する。ただし、平成 27年度以前に入学した学生に対す   

る第２条の規定の適用については、なお従前の例による。 

12 この規程は、平成 31年４月１日から改正施行する。ただし、平成 30年度以前に入学した学生に対す

る第２条の規定の適用については、なお従前の例による。 

13 この規程は、令和元年９月１日から改正施行する。ただし、令和元年度前期以前に入学した学生につ

いては、なお従前の例による。 

14 この規程は、令和３年４月１日から改正施行する。ただし、令和２年度以前に入学した学生に対す 
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る第２条の規定の適用については、なお従前の例による。 

15 この規程は、令和６年４月１日から改正施行する。 

別表 1 

学費等納入時期 

区 分 納   期 

前学期 ４月 30日まで 

後学期 10月 31日まで 


